
徳
島
県
告
示
第
五
十
号
の
二

令
和
八
年
徳
島
県
告
示
第
十
七
号
の
二
（
鶏
等
及
び
こ
れ
ら
の
死
体
並
び
に
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
の
病
原
体
を
拡
散
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
物
品
の
移
動
を
制
限
す
る
件
）
は
、
令
和
八
年
一
月
二
十
三

日
か
ら
廃
止
す
る
。

令
和
八
年
一
月
二
十
三
日
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